
                      

 
 

文部科学省独立行政法人評価委員会令の一部改正について 
平成二三年十月三一日 改正 
平成二三年十一月一日 施行 

 
                         文 部 科 学 省 

大臣官房政策課評価室 
 
 

１．趣旨 
 
「沖縄科学技術大学院大学学園法の施行期日を定める政令」の施行（平成２

３年１１月１日）により、学校法人沖縄科学技術大学院大学学園が成立、独立

行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構（以下「沖縄機構」という。）が解散さ

れることに伴う文部科学省独立行政法人評価委員会令（平成１２年政令第３２

０号）の改正を実施。 
 
 
２．内容 
 
（１）高等教育分科会の所掌事務の改正（第５条関係） 

文部科学省独立行政法人評価委員会令第５条に規定する高等教育分科会の

所掌する独立行政法人から、沖縄機構を削除する。 
 

（２）高等教育分科会の所掌事務の特例 
学園法附則により，学園は機構の代わりに機構の最後の事業年度の業務実

績等について評価を受けることとなっている。このため、この評価が終了す

るまでの間、文部科学省独立行政法人評価委員会高等教育分科会の所掌事務

のうち、沖縄機構に係るものを時限で存続させる必要があることから、附則

に高等教育分科会の所掌事務の特例として、平成２４年１０月３１日までの

時限を付す。 

 

 

 

 

rharuta
テキストボックス
参考資料５



rharuta
テキストボックス

rharuta
テキストボックス



- 1 -

（下線の部分は改正部分）

文部科学省独立行政法人評価委員会令（平成十二年六月七日政令第三百二十号）

最終改正：平成二三年十月三一日政令第三三四号

内閣は、独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第十二条第三項の規定に基づき、こ

の政令を制定する。

（組織）

第一条 文部科学省の独立行政法人評価委員会（以下「委員会」という。）は、委員三十人以内

で組織する。

２ 委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができ

る。

３ 委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

（委員等の任命）

第二条 委員は、学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。

２ 臨時委員は、当該特別の事項に関し学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。

３ 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。

（委員の任期等）

第三条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

２ 委員は、再任されることができる。

３ 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任

されるものとする。

４ 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任され

るものとする。

５ 委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。

（委員長）

第四条 委員会に、委員長を置き、委員の互選により選任する。

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

３ 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

（分科会）

第五条 委員会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、独立行

政法人通則法第十二条第二項の規定により委員会の権限に属させられた事項のうち、それぞれ

同表の下欄に掲げる独立行政法人に係るものを処理することとする。

名称 独立行政法人

初等中等教育分 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所、独立行政法人教員研修セン

科会 ター

高等教育分科会 独立行政法人大学入試センター、独立行政法人大学評価・学位授与機構、

独立行政法人国立大学財務・経営センター、独立行政法人日本学生支援

機構、独立行政法人国立高等専門学校機構、独立行政法人沖縄科学技術

研究基盤整備機構

社会教育分科会 独立行政法人国立女性教育会館、独立行政法人国立科学博物館

スポーツ・青少 独立行政法人国立青少年教育振興機構、独立行政法人日本スポーツ振興

年分科会 センター
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科学技術・学術 独立行政法人物質・材料研究機構、独立行政法人防災科学技術研究所、

分科会 独立行政法人放射線医学総合研究所、独立行政法人宇宙航空研究開発機

構、独立行政法人日本学術振興会、独立行政法人科学技術振興機構、独

立行政法人理化学研究所、独立行政法人海洋研究開発機構、独立行政法

人日本原子力研究開発機構

文化分科会 独立行政法人国立美術館、独立行政法人国立文化財機構、独立行政法人

日本芸術文化振興会

２ 高等教育分科会は、前項に規定するもののほか、日本私立学校振興・共済事業団法（平成九

年法律第四十八号）第九条の規定により委員会の権限に属させられた事項を処理することとす

る。

３ 第一項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、文部科学大臣

が指名する。

４ 分科会に、分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。

５ 分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。

６ 分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員のうちから分科会長があらかじめ指

名する者が、その職務を代理する。

７ 委員会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって委員会の議決とすることができ

る。

（部会）

第六条 委員会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

２ 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、委員長（分科会に置かれる部会にあっては、

分科会長）が指名する。

３ 部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。

４ 部会長は、当該部会の事務を掌理する。

５ 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する

者が、その職務を代理する。

６ 委員会（分科会に置かれる部会にあっては、分科会。以下この項において同じ。）は、その

定めるところにより、部会の議決をもって委員会の議決とすることができる。

（議事）

第七条 委員会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、

議決することができない。

２ 委員会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、

可否同数のときは、委員長の決するところによる。

３ 前二項の規定は、分科会及び部会の議事について準用する。

（資料の提出等の要求）

第八条 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長

に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

（庶務）

第九条 委員会の庶務は、文部科学省大臣官房政策課において総括し、及び処理する。ただし、

初等中等教育分科会に係るものについては文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課にお

いて、高等教育分科会に係るものについては文部科学省高等教育局高等教育企画課において、

社会教育分科会に係るものについては文部科学省生涯学習政策局社会教育課において、スポー

ツ・青少年分科会に係るものについては文部科学省スポーツ・青少年局スポーツ・青少年企画

課において、科学技術・学術分科会に係るものについては文部科学省科学技術・学術政策局政

策課において、文化分科会に係るものについては文化庁長官官房政策課において処理する。
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（雑則）

第十条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委

員長が委員会に諮って定める。

附 則

この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

附 則 （平成一二年一二月八日政令第五〇七号）

この政令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第一条から第八条まで及び第十一条

の規定は、同年四月一日から施行する。

附 則 （平成一五年四月一日政令第一七四号） 抄

（施行期日）

第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第五条第一項の表科学技術分科会の項中

「、独立行政法人航空宇宙技術研究所」を削る改正規定は独立行政法人宇宙航空研究開発機構

の成立の日から、第五条中第六項を第七項とし、第二項から第五項までを一項ずつ繰り下げ、

第一項の次に一項を加える改正規定は平成十五年十月一日から施行する。

（ ）日本私立学校振興・共済事業団法の一部を改正する法律附則第四条第一項に係る事項の処理

第二条 学校教育分科会は、改正後の文部科学省独立行政法人評価委員会令第五条第一項及び第

二項に規定するもののほか、この政令の施行の日から平成十五年九月三十日までの間、日本私

立学校振興・共済事業団法の一部を改正する法律附則第四条第一項の規定により委員会の権限

に属させられた事項を処理することができる。

附 則 （平成一五年一一月六日政令第四六八号）

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 （平成一六年四月一日政令第一二七号）

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 （平成一七年五月二七日政令第一九〇号）抄

（施行期日）

第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附 則 （平成一七年六月二四日政令第二二四号）抄

（施行期日）

第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附 則 （平成一八年三月三一日政令第一六一号）抄

（施行期日）

１ この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則 （平成一九年三月二二日政令第五五号）抄

（施行期日）

第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

附 則 （平成一九年三月三〇日政令第一一〇号）抄

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

附 則 （平成二一年三月三一日政令第一一一号）抄

この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。

附 則 （平成二一年九月一一日政令第二四〇号）抄

この政令は、平成二十一年十月一日から施行する。

附 則 （平成二三年三月三一日政令第六七号）抄

（施行期日）

第一条 この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。

附 則 （平成二三年十月三一日政令第三三四号）抄

（施行期日）

第一条 この政令は、平成二十三年十一月一日から施行する。

（高等教育分科会の所掌事務の特例）
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第二条 高等教育分科会は、第五条第一項及び第二項に規定するもののほか、平成二十四年十月

三十一日までの間、独立行政法人通則法第十二条第二項の規定により委員会の権限に属させられ

た事項のうち、独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構に係るものを処理することとする。
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限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
の
う
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る

独
立
行
政
法
人
に
係
る
も
の
を
処
理
す
る
こ
と
と
す
る
。

独
立
行
政
法
人
に
係
る
も
の
を
処
理
す
る
こ
と
と
す
る
。

名
称

独
立
行
政
法
人

名
称

独
立
行
政
法
人

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

高
等
教
育
分
科
会

独
立
行
政
法
人
大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人

高
等
教
育
分
科
会

独
立
行
政
法
人
大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人

大
学
評
価
・
学
位
授
与
機
構
、
独
立
行
政
法
人
国
立
大

大
学
評
価
・
学
位
授
与
機
構
、
独
立
行
政
法
人
国
立
大

学
財
務
・
経
営
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生

学
財
務
・
経
営
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生

支
援
機
構
、
独
立
行
政
法
人
国
立
高
等
専
門
学
校
機
構

支
援
機
構
、
独
立
行
政
法
人
国
立
高
等
専
門
学
校
機
構

、
独
立
行
政
法
人
沖
縄
科
学
技
術
研
究
基
盤
整
備
機
構

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

２
～
７

（
略
）

２
～
７

（
略
）




